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ご家庭にある未利用食品を持ち寄っていただき、区内の子ども食堂等に提供します。 

問い合わせ：北区 生活環境部 リサイクル清掃課 ☎ 03(3908)8538 

たとえば… 

●缶詰 ●レトルト食品 ●インスタント食品 

●調味料 ●乾麺（パスタ・素麺・うどん等） 

●米（2 年以内に国内で収穫したもの） ●お菓子 

●飲料（アルコールを除く） ●乳幼児食品 など 

賞味期限まで２カ月以上あり、未開封で常温保存が可能な食品

※生鮮・冷蔵・冷凍食品、ビン詰め食品、賞味期限が不明の食品は対象外です。 

①お持ちいただいた食品は、受け取りの際に上記の条件に合っているか確認をさせ

ていただきます。 

②お持ちいただいた食品は、状態によってはお持ち帰りいただく場合があります。 

③受け取り後の返却には応じられませんので、あらかじめご了承ください。 


